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午前１０時３０分開会 

○西岡委員長 皆様おはようございます。ただいまから文教福祉委員会を開会いたします。

着座にて進行いたします。 

 欠席届が出ております。子育て推進課長が、通院のため欠席となります。 

 本日の日程をご覧ください。議案審査が１件、陳情審査が１件、報告事項は子ども部が

１件です。この日程に沿って進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○西岡委員長 はい。 

 議案審査に当たりましては、千代田区議会委員会条例第１７条に基づきまして、委員長

から議長に申入れをし、教育長にご出席を頂いております。教育長、ありがとうございま

す。 

 それでは、日程１、議案審査に入ります。議案第５３号、幼稚園教育職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例について、執行機関の説明を求めます。 

○上原指導課長 それでは、議案第５３号、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例について、教育委員会資料１に基づきまして説明いたします。資料のほうを

ご覧ください。 

 項番１、改正趣旨でございます。令和６年の特別区人事委員会の勧告を踏まえ、職員の

給与水準を社会経済情勢の変化に対応させるため、職員の給料表、期末勤勉手当の支給月

数及び扶養手当の額を改めるものでございます。 

 続きまして、項番２、改正概要です。改正点といたしましては、給料月額の引上げ、期

末勤勉手当の支給月数の改正、扶養手当の額の見直しでございます。改正条例は、第１条

と第２条で構成しております。 

 まず、（１）第１条関係ですが、公民較差２.８９％の解消に伴い、初任給及び若年層

に重点を置きつつ、全ての級及び号給で給料月額の引上げを行うものです。 

 施行は、令和６年４月１日から適用するものです。 

 また、期末手当、勤勉手当については、民間における支給状況を勘案し、０.２月引き

上げます。暫定再任用及び定年前再任用、短時間勤務職員は０.１月となります。引上げ

分は、勧告どおり期末手当及び勤勉手当に均等に割り振ることとし、令和６年度について

は、１２月支給の期末手当、勤勉手当の支給月数を、それぞれ０.１月分引き上げるもの

です。 

 施行は、改正条例の公布の日となります。 

 次に、（２）第２条関係ですが、令和７年度以降におきましては、第１条で改正した期

末手当及び勤勉手当の支給月数の引上げ０.１月分を、６月と１２月の支給に均等に配分

する改正を行います。 

 施行は、令和７年４月１日となります。 

 また、第２条で扶養手当の見直しを行います。配偶者又はパートナーシップ関係の相手

方に係る手当を廃止し、それによる原資を用いて、子に係る手当額を引き上げるもので、

段階的に実施いたします。 

 施行は、令和７年４月１日となります。 

 次に、（３）改正前後の期末勤勉手当の支給月数表ですが、別紙１でお示しいたしまし
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た。別紙１の表面に、第１条の改正による支給月数を、現行と改正後を比較した形で掲載

し、裏面に第２条の改正による支給月数を、第１条で改正されたものと、第２条で改正す

るもので記載いたしましたので、ご確認ください。 

 （４）扶養手当の手当額についてですが、段階的に実施していくことになりますが、各

年度における扶養手当の手当額を、別紙１の裏面、下段の表でお示ししておりますので、

ご確認ください。 

 最後に項番３、新旧対照表ですが、別紙２のとおりでございます。 

 本件についての説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○西岡委員長 はい。ありがとうございます。 

 説明が終わりました。委員からの質疑を受けたいと思います。 

○牛尾委員 まず、職員の給与が上がるということはよいことなんですけれども、年齢に

よって上がり幅が違うと思うんですけど、その辺ちょっとご説明いただけますか。 

○上原指導課長 まず、初任給。初任給におかれましては、大学卒業で、改定額として、

約２万５,２００円の増。短大卒で２万５,０００円の増になります。それぞれ、職層に応

じて、上がる額が違います。主に平均で、ちょっとお出ししますと、まず教諭に関しまし

ては、年間、特別給も含めまして２９万８,２１３円の増、主任教諭におきましては１７

万７,７５９円の増、副園長に関しましては１７万２,９０１円の増、園長に関しましては

１８万７,２６７円の増です。経験年数において号給は変わってきますので、その辺りを

踏まえまして、今、平均としてお出ししました。 

○牛尾委員 大体、一番上がり幅が少ない方でどれぐらい上がるというのは、分かります

か。 

○上原指導課長 今、ちょっと手元に、その上がり幅の差が、ちょっと今、ございません

ので、（発言する者あり）一番少ない方としまして…… 

○牛尾委員 大体ですよ、大体で。 

○上原指導課長 大体、大体で。一番少ない方で、先ほどお話ししたところで、大体、主

任教諭のところで、先ほど平均で１７万７,７５９円とお話ししましたが、その主任教諭

で、特に若い方、少し経験がある方等は、さらに少しだけ減るという形ですけど、すみま

せん、詳しい数字が、今、ございません。 

○西岡委員長 よろしいですか。 

 牛尾委員。 

○牛尾委員 それについては、例えば、職員組合のほうから意見とか、そういうのはなか

ったですか。 

○上原指導課長 この辺りについての主なご意見というのはなかったようですが、特区連

のほうから要求としまして、再任用職員の一時金の支給月数というところを、定年前常勤

職員等と同一にすることというようなご要望等があったというふうに聞いております。 

○牛尾委員 了解しました。 

 いま一つ、今回、扶養手当が変わるということで、これに関して、扶養手当を増やす分

にはいいと思うんですけれども、パートナーの方の扶養手当が減らされる、段階的になく

していくと。これ、大きな理由は何なんですか。 

○上原指導課長 まず、民間のところでも扶養手当の見直しというのが行われていること、
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また、共働き世帯が増えているというところで聞いております。 

○牛尾委員 これはやっぱりどうしても、お子さんがいる家庭はいいですけれども、やっ

ぱりお二人で生活されている方とか、あとは、特にパートナーシップの方も影響するんで

しょう、これはね。そうした方々は、やっぱり収入が減っていく――もちろん、給料は上

がりますからね。全体的、トータルとしては増えますけれども、扶養手当の分は削減され

ていくというのは、やっぱり影響あると思うんですよね。これは、やっぱり民間がそうな

っているから、こっちもそういうことに倣うということで、大体、話合いはついたという

ことなんですかね。 

○上原指導課長 はい。そのように伺っております。 

○牛尾委員 うん。分かりました。 

○西岡委員長 はい。 

 ほかにございますか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○西岡委員長 はい。それでは、以上で質疑を終了させていただきます。 

 討論は、いかがいたしますか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

○西岡委員長 省略。はい。それでは討論は省略してよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○西岡委員長 はい。それでは、これより採決に入らせていただきます。 

 ただいまの出席者全員です。 

 議案第５３号、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に賛成の方の

挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○西岡委員長 はい。賛成全員です。よって、議案第５３号は可決すべきものと決定をい

たしました。 

 以上で、議案第５３号の審査を終了いたしまして、日程１、議案審査を終了させていた

だきます。 

 教育長退席のため、暫時休憩いたします。教育長、ありがとうございました。 

○堀米教育長 どうもありがとうございました。 

午前１０時４０分休憩 

午前１０時４１分再開 

○西岡委員長 それでは、委員会を再開させていただきます。 

 日程２、陳情審査に入ります。文教福祉委員会に、新たに１件の陳情が送付されました。

送付６－４５、障害者、障害児に対する日常生活用具認定に関する陳情について審査をい

たします。 

 陳情書の朗読は、省略いたします。本陳情について、執行機関から情報提供等がござい

ましたらお願いいたします。 

○緒方障害者福祉課長 送付６－４５、障害者、障害児に対する日常生活用具認定に関す

る陳情について、ご説明申し上げます。 

 まず、日常生活用具費の支給事業は、市区町村が行う地域生活支援事業のうちの一つで
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ございまして、目的としましては、障害のある方々の日常生活の便宜を図りまして、自立

生活を支援することでございます。 

 日常生活用具は、障害の種別や程度などによりまして給付する種目が異なり、本区では、

現在要綱で、ストーマなどの５６品目の用具を対象と定めております。また、本年度から、

障害のある１８歳未満のお子さんは、保護者の所得制限を撤廃しまして、基準額における

利用者負担額を０としております。１８歳以上の方は、所得状況に応じて１割負担などで

用具を利用できるよう、区が費用を支給しております。 

 対象や品目の基準などにつきましては、他自治体の状況などを踏まえて、随時見直しを

行っておりまして、令和６年度はストーマの基準額を引き上げたところでございます。 

 私からの説明は以上です。 

○西岡委員長 はい。 

 それでは、委員の皆さんから執行機関に確認したい事項等はございますか。 

○牛尾委員 この陳情を見ますと、これは「ＤＦｒｅｅ」、この中にも入っていますけど

ね。これについては、その５６品目の対象には、現在なっている。なっていない。 

○緒方障害者福祉課長 現在、対象ではございません。 

○牛尾委員 私も調べて、これは大体、器具で、大体９万、１０万円弱、１０万円で、そ

のほかにいろんな附属のお金がかかるということですけれども。やはり、かなりの負担が

あるなというふうに感じるんですけれども。これを、その要綱に加えるということは可能

なんですか。 

○緒方障害者福祉課長 まず、申し上げましたとおり、私どもは常に対象の品目ですとか、

基準額は見直しをしておりますので、必要性が高いですとか、そういったことの判断がで

きれば、加えることは可能ではございます。 

○牛尾委員 うーん。その判断の何か基準みたいなものがあるんですか。 

○緒方障害者福祉課長 そうですね。やはり、まず、対象の、対象者がそれを使うことで、

やはり自立生活が向上するということですとか、やはり、何分、安全に長期的に継続でき

るという、そういう点ですとか、あと、効果ですね。やはり、今、正直申しますと、様々

な高度な機器が誕生しておりまして、やはり、いろいろなお声があって、で、認めたら、

また、より最新版のものが欲しいですとか、常に、やっぱり障害のある方たちは、大変な

毎日を送っていらっしゃいますので、より高度なものの要求はありますので、その辺りは

常に慎重に、様々な事情を判断して決定を下しているという現状でございます。 

○牛尾委員 この「ＤＦｒｅｅ」については、介護の、介護保険の適用になっているみた

いなんですけれども、ということは、やっぱり、一般的にね、何というかな、使われてい

る器具になると思うんですよね。 

 で、これを見ますと、これによってトイレに、なかなか、行けるようになったとか、お

むつ替えについても、非常に楽になったということが書いてありますのでね。非常に、こ

れを使うことによって日常生活が、より生活しやすくなるという器具だとは思うんですけ

れども、そこについての区としての考えはありますかね。 

○緒方障害者福祉課長 まず、こちらの機器が介護保険の対象になっているというところ

を、令和４年から対象になってございますけれども。そちらとしましては、利用者自身の

支援というよりも、介護者の負担軽減が主目的で認定されておりまして、障害のある方々
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が用具を使用することで排せつが改善するかといった、そういった効果などの見極める必

要が、今後まだまだ見極める必要があるのではないかと考えております。 

○牛尾委員 じゃあ、その見極めによって、やはりこれが障害を持つお子さんにも非常に

有効だというふうな判断が下れば、対象になりますよということでよろしいんですか。 

○緒方障害者福祉課長 そうですね。様々な状況を判断したいと思っておりますが、実際

に今、障害者への販売が、販売実績が全国で４０から６０件程度というふうに聞いてござ

いますので、なかなか、まだちょっと判断をするには、もう少し広まったり、実績が欲し

いなというところでございます。 

○牛尾委員 確かにこれを読むと、特殊なケースだとは思うんですよ。あれがそんなに、

たくさん器具を使用するような障害をお持ちのお子さんというのは、なかなか少ないのか

なというふうなことは思うんですね。 

 ただ、読んでみると、非常に切実な内容だなというふうに思うんですよね。ただ、もち

ろん、全国的な数というのはあるかもしれませんけれど、ちょっとよく、その数よりも内

容を見ていただいて、それも判断基準の一つにしていただければなと思うんですけれども、

いかがですか。 

○緒方障害者福祉課長 委員ご指摘のとおり、やはり障害をお持ちの、お母様がやはり療

育していく上で、より便利な道具は積極的に、用具に認定していきたいとは考えておりま

すけど、ちょっと現時点では、もう少しいろんな事例を研究したいなと思っているところ

でございます。 

○牛尾委員 はい。 

○西岡委員長 はい、池田委員。 

○池田委員 先ほど課長の説明の中で、生活支援事業があるということで、千代田区の支

援制度について確認をさせていただきたいんですけれども。 

 様々５６品目あるという中で、そこについては、どのような支援というんですかね。上

限があるのかないのか、その辺りをお聞かせください。 

○緒方障害者福祉課長 日常生活用具の支援といたしましては、今申しましたその５６品

目、ストーマとか例を申し上げましたけど、一般的に日々の生活に自立していく上で必要

だと言われるような、入浴の補助具ですとか便座ですとか、そういったものがありますけ

れども、所得に応じて、先ほど説明した、お子様に対しては所得制限を撤廃したんですけ

ども、１８歳以上の方につきましては、所得に応じて１割負担でしたり、全額、区が支給

したりですとか、そういった補助を実施しているというところでございます。 

○池田委員 それは、本区独自の制度ということですか。もう一度、確認させていただき

たいんですけども。 

○緒方障害者福祉課長 こちらは、まず、法律に基づきまして日常生活用具の支給事業を、

市区町村の判断で地域生活支援事業としてやるようにというところがあって、この品目な

どは、区の判断にはなってございます。 

○池田委員 この、今、陳情者が取り上げている商品なんですけれども、製品ですかね、

器具。かなり高額なんですけれども、これに見合ったというか、類似品というのが、調べ

てみると幾つかあったようなんですけれども。そういうところでの、これに絞るわけでは

なく、先ほど牛尾委員も指摘したように、まあ、安価だから、高価だからというところで
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はあるのかもしれないんですけれども、メリット、デメリットはあるとは思うんですけど。

そういうところでの検証というのは、何ていうんでしょうね、これだけに絞るわけではな

くて、類似品というのには、その項目の中に入れられるというところの検討はいかがなん

でしょうか。 

○緒方障害者福祉課長 委員ご指摘のとおり、お調べしますと、介護用などのおむつセン

サーが８,０００円から１万円程度のものが各種存在します。それは、おむつがぬれると、

スマホですとかタブレットに通知が届いて、その汎用のチャートなどができるといったも

のがあるようでございます。 

 おっしゃったとおり、安価だからいいとか、高いからいいのというのではないと思いま

す。やはり、このお困りの皆様が継続的に安心して、そして、やはり効果がある程度ある

ということが分かった上で対象にするのでしたら、そういった方向に向かっていきたいと

考えてございます。 

○池田委員 この製品の器具、機器に関して、ほかの自治体で、必要な場合は対象品目に

なっているというところは、実際にはあるんですか。 

○緒方障害者福祉課長 こちらの機器につきましては、複数の自治体の議会で、陳情書の

提出ですとか質問が出ているようでございまして、ただ、実際としましては、本年の４月

から港区で、種目になっております。また、本年９月から、埼玉県行田市、この２自治体

が対象種目としているということを確認してございます。 

○池田委員 実際にその対象品目になってから、利用された方という実績はいかがなんで

しょうか。 

○緒方障害者福祉課長 両自治体とも、申請は０件と聞いてございます。 

○池田委員 そうしますと、例えばなんですけれども、この機器を千代田区の方が、こう

いう方、困っている方、介助者の負担軽減ということで多分必要なものなんだろうと。あ

ったほうがいいんではないのかなというところは、何というのかな、介護、高齢者という

んですかね、寝たきりの方とか。そういう障害者ではなく、高齢者の方向け用な機器とし

ては、今、介護保険が適用になっているということですけれども、この場合、適用でない

対象の方が買った、購入したときには、本区だとどれぐらいの限界というんですか、支援

の限度額というのがあるんですかね。全然ないんですか。 

○緒方障害者福祉課長 本区の独自の事業としまして、障害者在宅サービスの一環としま

して、提案型サービスというサービスがございます。今回のように日常生活用具にまだ定

めていない用具について、対象となる申請者の方が、障害の特性などからどうしても使い

ですとか、そういったご申請があって、で、こちらで判断して、必要であるとした場合は、

３万円を上限としまして費用の半額を助成させていただいてございます。 

○池田委員 提案型ということで、直接、それは、その対象になる方が所管のところの窓

口に行くなり、電話なりで相談をしていただいて、希望を出せばこの支援は受けられると

いうことなんでしょうかね。 

○緒方障害者福祉課長 はい。委員ご指摘のとおりでございまして、陳情者にも、このサ

ービスについては説明はしてございます。 

○池田委員 そうであるならば、まだ他の自治体でも、そういう実績がないというところ

で、なかなか行政的には、すんなり進められるわけではないとは思うんですけれども、や
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はり、その対象の方、年齢も含めて一番大事な時期なのかもしれないというところを踏ま

えながらも、しっかりとそういうふうに相談された方には、障害者、障害児の方々には、

すごく配慮を持った対応が必要だと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○緒方障害者福祉課長 はい。まさに委員のご指摘のとおり、日々、障害があるお子様を

育て、大変な思いをされている保護者に寄り添えるように、丁寧に対応していきたいと考

えてございます。 

○西岡委員長 はい。 

 港区さんって、今回４月から対象にはなっていますけど、その対象者が未就学児じゃな

くて就学児以上が対象ということでよろしかったですか。 

○緒方障害者福祉課長 港区、行田市両方ともに、学齢児以上で知的障害の重度もしくは

最重度知的障害者を対象としてあります。 

○西岡委員長 はい、分かりました。 

 はい、えごし委員。 

○えごし委員 「ＤＦｒｅｅ」というか、この、あれですね、排泄予測支援機器。これは、

例えば区内の施設でこういうものを導入しているとかという施設とかは、確認できたりと

かってあるんでしょうか。 

○緒方障害者福祉課長 障害者の関係の施設については、実績はないというふうに聞いて

ございます。 

○えごし委員 こういう施設に導入する際でも、いろいろ、この、例えば介護ロボット補

助金の対象になっているとか、ＩＴ導入補助金の対象になっているというのは、私がちょ

っと調べたときに出ていまして、そういう補助金の対象にもなっているということは、あ

る程度、この効果も認められているのかなというふうにも考えております。区の日常――

あ、なので、その、何ていうんですかね、効果の検証をするときは、そういうことも加味

して検討をしていただきたいなと思うんですが。 

 あと、区の日常生活用具ですね。これ、一覧表も見てみると、介護の訓練支援用具だと

か、自立生活支援用具とか、いろいろこのカテゴリーというんですかね、分けられている

と思います。で、先ほどからお話が出ているストーマですね。ストーマとかは、一応、排

泄管理支援用具というくくりの中に入っていると思うんですけど。 

 ここの確認で、先ほど委員長からありましたけれども対象者、このストーマの対象者と

か、排泄管理支援用具のところは、基本的に１８歳以上というふうに書かれていますけれ

ども。この対象者ですね。そこは、それでよろしいですかね。 

○緒方障害者福祉課長 まず、ちょっとお医者さんの判断で必要になった方には、何歳だ

と支給しないとかいうことはなくて、（発言する者あり）はい、ないですね。はい。 

 ただ、助成金が１８歳未満は所得制限が撤廃して、１８歳以上からが、ちょっと、所得

に応じて助成金が変わるというところでございます。 

○えごし委員 すみません。分かりました。 

 で、その排泄管理支援用具の中、ストーマとか、この集尿器とか、幾つかあるとは思う

んですけれども、先ほども言ったとおり、今後そういう効果も見てという形もありました

けれども、本当に、ほかの区、先ほど港区も今回入れたという話もありました。で、国と

しても、そういう施設とかに入れるときには補助金対象になっているということもありま
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すので、そういうところも、もう全体的に考えながら、その導入については、また検討し

ていただきたいなと思いますし、あと、港区のほうのを見ると、機器だけじゃなくて、そ

の機器の消耗品とか、シートとかというのも中にも入っていたりとかしてですね。そうい

う意味でも、様々、また、本当に必要なもの、また介護をされる方の負担軽減になるもの

というところは、導入をしっかりと検討していっていただきたいなと思うんですが、いか

がでしょうか。 

○緒方障害者福祉課長 委員ご指摘のように、介護施設での利用の仕方も、もちろん参考

にしていきたいと思っております。 

 また、費用につきましては、本体が９万９,０００円で、耐用年数が大体５年程度、そ

こに装着用のシートが、１２枚が２か月分で１,９８０円、これは消耗品ですね。それで、

超音波で判断するその超音波ジェルというのが、１本２か月で５５０円程度かかるという

ことで、なかなか維持するのも費用がかかるものかなと思っておりますので、やはり、も

う少しいろいろと慎重に研究して、当然、困っていらっしゃる方に寄り添いたいんですけ

れども、区のこの用具と決定するかどうかについては、もうしばらくいろいろな検討はし

たいと考えてございます。 

○西岡委員長 はまもり委員。 

○はまもり委員 これ、実績が全国で４０件から６０件の障害者向けにあるよということ

だったんですけど、高齢者向けとか障害者に限定しないと、どれぐらい実績があるのか分

かりますか。 

○緒方障害者福祉課長 申し訳ございません。ちょっと、介護のほうのは把握してござい

ません。 

○はまもり委員 私も、当初、この会社の話を聞いたことがあるんですけれども、もとも

とは高齢者向けで、最初、サービスを開始していたなというところがあって、で、障害を

持っている方も、高齢者の方も、一番のこのサービスの目的は、先ほど課長もおっしゃっ

ていましたけれども、その方の尊厳を大事にすると。で、トイレに自分が認識して行ける

ようになるということがその方の尊厳であり、自信が持てて、いろいろなことに前向きに

取り組めるようになるといったこともありますので、そういった意味では非常に今後のと

ころで注目するサービスかなというふうには見ていました。 

 もう一つ、確認なんですけれども、この見極めのタイミングというところが、例えば、

じゃあ障害者の全国でどれぐらい件数が上がったらなのか、また、この千代田区の中では、

随時とおっしゃったんですけれども、例えば３か月ぐらいしたら見れるのかとか、その辺

は見極めのタイミングって、どのようになっているでしょうか。 

○緒方障害者福祉課長 まず、見極めのタイミングということでございますけども、今回、

最初に申し上げたストーマの基準額を引き上げたというところだと、やはり予算の計上の

時期には、必ず金額とか品目はしております。 

 あと、やはり、もう窓口ですとか、ご相談の声ですね。それを一番最優先にしておりま

す。これで、よかったですとか、ぜひ、ほかの方たちにも使って――あと、どうもレンタ

ルもできるようなので、実体験の声などが集まってきたら、こちらの項目に入れるという

方向にしていきたいとは考えてございます。 

○はまもり委員 そういう意味だと、今おっしゃったとおり、レンタルのところ、この陳
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情される方は、レンタルではもう既に実証済みなのか、あるいは今後の検討を進める上で

も、もし、まだだったら、レンタルしてその効果というものは取っておいていただいたほ

うがいいのかなと思いますが、その辺はいかがですか。 

○緒方障害者福祉課長 窓口に相談にいらした際には、試した経験がおありのようなお話

をされていたと聞いてございますので、ちょっと、その、レンタル契約をされているとか、

ちょっと、ご本人のそういう個人的なことの深いところまでは確認してございませんけれ

ども、全く体験したことがないものではないということは聞いてございます。 

○はまもり委員 すみません。結論ではなくて、ちょっと、私も悩ましいなと思っていた

のが、多分５６品目といったものを、制限なく増やしていくといったところは、すごく難

しいんだろうなと。一方で、こういったサービスって新しいものが出てくるので、利用者

さんが本当は欲しいと思っていても、届いていない、知らないといったところもあるわけ

ですよね。情報が分からないみたいな。 

 そういう意味だと、窓口のところで、何ですかね、こういった区で補助、助成はしてい

ないんですけれども、こういったものについてはサービスがあることは知っていて、で、

今、どれぐらいニーズがあるのかというものを検証中なんだみたいな、そういった案内を

窓口などでしていくということは可能なんでしょうか。 

○緒方障害者福祉課長 障害のある方たちの特性というのは、本当に個々に様々でござい

ます。今、委員もおっしゃったように、この５６品目の中で当てはまらない方もいらっし

ゃったり、そういう全てが網羅できていないということはおっしゃるとおりなので、先ほ

ど申したように、区独自の提案型で、この方にはこれがあると、より生活が向上するとい

うふうに、申請があったものについては、これは、ほぼほぼ認めております。できるだけ

皆さんに寄り添って、この上限３万円でございますけれども、導入するように進めている

というような対応をしてございます。 

 あと、窓口でございますけれども、やはり、もう常に傾聴して、やはりおっしゃったと

おり、自分からこれが欲しいと具体的に言える方って、なかなかいなかったりすると思い

ますので、こちらからできるだけ寄り添って、こういうサービスもあるよ、こういうこと

もということで、逆にそのことで障害年金が実は対象だったよとか、ちょっと生活が厳し

いんだったら、実は生活保護ということも、もしかしたら可能かもしれないとか。こちら

から提案して、より生活が向上している方というのは、実際いらっしゃいますので、引き

続き、このサービスを継続していきたいと考えてございます。 

○はまもり委員 はい。よろしくお願いします。 

○西岡委員長 はい。 

 ほかにございますか。 

○富山委員 すみません。少しだけ確認させてください。 

 今回、排泄予測支援機器の一つである「ＤＦｒｅｅ」ということなんですけれども、こ

れは、いろんな自治体に陳情が出されているということで、今回、ほかにも様々ある排泄

予測機器のうちの一つであって、別にこれだけを特定して、すぐに認めるということは、

私も検討が必要かなと思っております。これ以外で排泄予測支援の機器というものなどに

ついて、今後検討を重ねていくという予定はありますでしょうか。 

○緒方障害者福祉課長 先ほど事例を申し上げた介護用のおむつセンサー、８,０００円
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から１万円程度ですとか、そういったものが存在することも確認しておりますので、やは

り、そういったものの導入が、より介護されている方の補助になるのか。あと、申し上げ

た、お子さんたちがより自立して排尿に結びつけるかというところは、やはり引き続きい

ろんな声を聞きながら進めていきたいと考えております。 

○富山委員 すみません。もう一つだけなんですけど、先ほど来おっしゃっていただいて

いるストーマというものについては、ストーマはもう医学的にも必要で、必要不可欠で使

用されている方もいらっしゃいますので、こういった支援機器とはまた別の部分で使用さ

れているものと思いますので、よろしくお願いします。 

○緒方障害者福祉課長 すみません。ちょっとストーマが利用者が多いもので、つい、ち

ょっと対象として名前を出させてもらいましたけど、委員のご指摘のとおり、様々な障害

の特性に応じた用具の研究は進めていきたいと考えております。 

○西岡委員長 はい。 

 牛尾委員。 

○牛尾委員 今回、日常用具認定ではなくて、提案型で３万円上限でも、そういった支援

がありますよということですけど。この３万円を、例えば、もうちょっと引き上げるとか、

そういった検討というのはできるんですか。 

○西岡委員長 ３万円をもう少しアップできないか…… 

○牛尾委員 ３万円の、提案型で支援の３万円の上限を上げて…… 

○西岡委員長 上限額を上げられないか、助成額を上げられないかということ。 

 担当課長。 

○緒方障害者福祉課長 上限額、ちょっと、今のところ、この検討には入っておりません

けれども、もし、もっと上限額を上げてほしいというような要望などがありましたら、検

討していきたいと考えてございます。 

○牛尾委員 分かりました。 

○西岡委員長 白川委員。 

○白川委員 私、お願いだけです。１点だけ。 

 これ、超音波を使った、何かエコーと同じ仕組みだと思います。それで、超音波、医療

用にしても超音波を常時当てるというのは、私はすごく危ない感じがするんですね。だか

ら、多分なんですが、そこまで常時、膀胱の部分に超音波を当てるという習慣というのは、

まだこれまでそんなにやったことはないと思うんですね。で、どういうその悪影響がある

かって、まだ恐らく分かっていないと思うんで、これ、推奨するのは、まだちょっと早い

気がするんです。で、ある程度の悪影響があっても、とにかく介護のほうがつらいと、あ

るいは本人がもうつらいということであれば、もう、しょうがないと思うんですが、あま

り推奨というのは好ましくないかなと思います。 

 あと、こういう専用器というのがあるのが、私はあんまり、意味ないかなと思います。

スマホで全部ダウンロードできる、同じ機能ができるわけなんで、スマホ推奨みたいな感

じにしていただければなと思います。その２点だけです。 

○緒方障害者福祉課長 区のほうも、やはり、用具と指定するには、安全で長期的に使え

るものというふうにしていきたいと考えておりますので、まだ、おっしゃったとおり、何

か２０１５年ぐらいに創業された会社が開発されたものでございますので、今おっしゃっ
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たとおり、どういった体に影響があるかですとか、もっといろいろなデータを参考にした

上で、導入に至っていきたいと考えてございます。 

 もう一点が、（発言する者あり）スマホですとか、そうですね……。既存のスマホなど

でできるような器具ですとか、本当に日進月歩で、今、窓口にもいろいろな機器の導入の

要望は聞いております。そういった中で、より使いやすくて、身近にある道具でやれると

いう方向には向かっていきたいと考えてございます。 

○西岡委員長 はい。 

 ほかにございますか。よろしいですかね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○西岡委員長 なければ、これで質問を終わらせていただきますが、取扱いはいかがいた

しましょうか。やはり、先ほど課長の話にもありましたけれども、個々に応じた用具を助

成のお知らせも、対象の方にお知らせしつつ、必要な方に福祉サービスが提供されるよう

に、改めて区のほうにお願いしたいと思いますけれども。 

 それでは、本陳情につきましては、本日の議事録をもって陳情者にお返ししまして、審

査を終了したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○西岡委員長 はい。 

 それでは、陳情審査を終わらせていただきまして、次に、日程３、報告事項に入らせて

いただきます。子ども部（１）令和７年度入学 中学校学校選択結果報告について、理事

者からの説明を求めます。 

○清水学務課長 それでは、令和７年度中学校入学者の学校選択結果につきまして、教育

委員会資料２に基づきましてご報告いたします。 

 まず、項番１をご覧ください。下の表に記載してございますが、令和７年度に中学校入

学予定の区民６５７名に、申請書をお送りいたしました。その結果、麹町中学校を選択し

た方が２６８名、神田一橋中学校を選択した方が２９６名という結果となりました。 

 昨年度の同じ時点での結果は、麹町中学校が２３０名、神田一橋中学校２２０名でござ

いましたので、両校ともに希望者が増え、麹町中学校に比べて、神田一橋中学校がより増

えている状況でございます。また、昨年度の最終的な入学者につきましては、表の一番右

側の人数となっております。 

 次に、項番２の学校選択時に実施したアンケート結果をご覧ください。 

 選択理由といたしましては、麹町中学校、神田一橋中学校の両校ともに、「自宅から近

い」、「教育活動の特色が合う」、「その他」の順番となってございます。 

 ご報告は以上でございます。 

○西岡委員長 はい、説明が終わりました。委員からの質疑を受けます。 

○白川委員 区民の方お二人ほどの意見なんで一般的な意見とは言えないんですが、最近、

神田一橋中学校の評判が非常によくなっているというふうに伺いました。これ、何か、も

しかしたら理由があるかどうかというのを、あれば教えてください。全く寝耳に水という

ことであれば、無視していただいて結構です。 

○西岡委員長 寝耳に水って、失礼じゃない、神田一中に。そんな……。はい、まず、そ

れ、その質問。はい、質疑ね。はい。 
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 学務課長。 

○清水学務課長 アンケートの結果の理由として、生徒一人一人と丁寧に向き合った教育

をしてくれていると感じたという方が多いので、そういったところが理由の一つとしてあ

るのかなというふうに感じます。 

○西岡委員長 白川委員。 

○白川委員 いいですか。ありがとうございます。そうすると、何ていうんですかね、神

田一橋中学校のというのは、割と個人個人と向き合っている教育を熱心にやっているとい

うふうに理解してよろしいでしょうか。 

○清水学務課長 そうですね。神田一橋中学校に限らないところではあるとは思いますけ

れども、一人一人に向き合った教育をしているというところは、実際ございます。 

○白川委員 ありがとうございます。 

○西岡委員長 はい。 

 はまもり委員。 

○はまもり委員 アンケートのところを教えてください。この教育活動の特色が合うと思

ったといったところのその中身を聞いていたり、あるいは、どうやってその教育活動の特

色が合うと思ったかという、その判断の基になった何か情報というのはあるのかどうか、

教えてください。 

○清水学務課長 こちらを選択した方が具体的な内容として記載されている部分でござい

ますが、例えば麹町中学校ですと、自主性やリーダーシップを養う教育方針であったり、

あと社会性、創造性に大きく重きを置く点というようなところを挙げてございます。 

 また、神田一橋中学校は、先ほど申し上げた、生徒一人一人に向き合った教育というと

ころと、あと、全学年においてルールが統一されており、規律を重んじ、勉学に集中でき

ると感じたというようなところを、理由として挙げております。 

○はまもり委員 はい。ありがとうございます。 

 あと、このアンケート結果、昨年のものがあれば、その変化も見たいので教えていただ

きたいんですけれども。 

○清水学務課長 アンケート結果は、これは令和３年度から実施しておりますが、ほとん

どこの結果の順番ですね。順位としては、「自宅から近い」というのがやはり多くて、そ

の次に、教育が、「活動の特色が合うと思う」という順番になってございます。 

○はまもり委員 これは教育長に伺うことかもしれないんですけれども、地域の学校なの

で、自宅から近いということはすごく大事な要素なんだろうなというふうに思います。で、

これは複数回答ありというところなんですけれども、とはいえ、少し、特色が合うと思っ

たからといったところは、低めに出ているところもあるなというふうなところが気になり

ました。 

 で、もともとおっしゃっていた、選ばれる教育、選ばれる学校にしていきたいんだとい

ったところが、もう少し学務課の中で、こういうことをもって選ばれる学校なんだという

ものが、共通認識であるのかどうか。あれば教えていただきたいです。 

○清水学務課長 そうですね。それぞれ、やはり教育に特色を持たせておりまして、麹町

中学校としては、やはり教育目標として、自立性や創造性、尊重性というところを挙げて

ございます。そういったところを自立的な活動ですとか、他者を尊重する力を身につける
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ですとか、そういったところを授業や行事では実施してございます。 

 また、神田一橋中学校では、ＩＣＴ授業に積極的に取り組んでいるですとか、伝統文化

を取り入れて部活動を行っているとか、そういった、それぞれ特色を持った教育を実施し

ているというところでございます。 

○はまもり委員 そうすると、その特色を持つということが選ばれる中学校、選ばれる学

校なんだということで合っていますか、その、それぞれの。私が聞きたいのは、どういっ

たところを目指しているのか。中学校は、この千代田区の中で、中等教育を含めて三つし

かないので。地域性、近いよといったところも大事な要素だけれども、それぞれ違う特色

を持っている中学校がありますと。そういった違う特性を持っている中学校を用意するこ

とで、選ばれる中学校にしていくということで合っていますか。 

○清水学務課長 まず、やはり特色を持った教育活動というのは、選択する上で必要なと

ころでございますし、そういったところを、より選ばれる学校として、中学がそれぞれ切

磋琢磨といいますか、よりよい教育を進めていくというところにつながっていくことかと

思います。 

 もちろん教育活動、指導も含めた、そういったところの学校の状況を、保護者のほうも

様々な観点から見て、選択しているところかと思いますので、そういったところが、今後

の教育につなげられるといいのかなというふうに考えております。 

○西岡委員長 はまもり委員の質疑というのは、要は、それぞれ区として、何かこの特色

を持たせていこうとしているのかという、そこだと思うので、それがそうか否かというと

ころだと思うんですけど。 

 担当部長。 

○大森教育担当部長 るるご指摘いただきましたが、一つは、目指しているのは、公教育

として教育の充実です、どちらも。その中で、ちょっと誤解を恐れずに言いますと、特色

というのは、赤か白かとか、そういう違いじゃないです。どちらも公教育としてのベース

がしっかりあって、学習指導要領に基づいて教育を充実させていっています。そのベース

がありながら、その両校が切磋琢磨しながら、地域から、児童・生徒から、保護者から選

ばれるようにしていただきたいと、教育委員会としては思っています。 

 ただ、例えば、選択制の――選択してくださいという中で、保護者やお子様にお配りし

たパンフレットの中では、各校がこんな、自分の学校はこんな特色がありますよというＰ

Ｒをしています。 

 例えば、麹町中だったら、シン麹中塾、まあ、イングリッシュコースですとか、夏休み

期間でも補習というんですかね、塾のような、学習が遅れそうな子、学習をもっと伸ばし

たい子、そこに集中して補習のようなことをしますとか、神田一橋でしたら、これまでも

ＩＣＴ教育のトップランナーとして、こういったことに取り組んできましたとか、そうい

う各校が選んでいただく一つのデータとして、こんな各校で特色がありますというような

ご案内をさせていただいております。 

 で、そういったところで、突き詰めれば、どちらも学力――あ、学力というか、教育を

充実させるために、両校、切磋琢磨しながら取り組んでいる。突き詰めたら、どっちかが

スポーツ、どっちかが学力とか、そういうものじゃなくて、バランスよく、切磋琢磨しな

がら、立地特性も生かしながら、周辺の企業だとか、周辺の地域の支援だとか、そういう
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ようなものも特色でしょうから、そういったものをバランス、総合的に勘案しながら、両

校の特色を出していただきたいなというふうに、教育委員会としては思っております。 

○西岡委員長 牛尾委員。 

○牛尾委員 ごもっともな意見だと思うんですね。同じ公立中学校ですから、どちらかが

極端なとかいうとなると、同じ公立中学校でどうなんだろうと私は思っていますんで、そ

のとおりだと思うんですけれども。 

 一つだけ。大体、これまで麹町のほうは、どうしても子どもの人数が多いので、麹町中

学校のほうを申し込む方々がこれまで多かったというふうに、答弁も頂いているんですね。

大体６：４ぐらいだというふうなことを言われていました。今回、逆転して、神田一中の

ほうが増えてしまっていると。そこまで神田地域のほうで子どもの数が増えているという

感じはしないんですけれども。これ、もし分かるんでしたら、麹町にお住まいの方が神田

一中のほうに申し込んでいるという方が、どれぐらいいらっしゃるかというのは分かりま

すか。 

○清水学務課長 申し訳ございません。申込み時点で、ちょっと地区別の内訳というのは

出してございません。 

○牛尾委員 分かりました。ここの数を見ると、多分麹町地域にお住まいの方が一中を申

し込んでいるという方もいらっしゃるとは思うんですよね。 

 で、私が心配しているのは、そういった学校の特色。この学校だと、自分の子どもさん

は合うだろうといって、もしくは自分が、この学校だったら勉強できるだろう、生活でき

るだろうということで選ぶんで、だったらいいんですよ。選んで神田一中が増えていると

いうんだったらいいんですけれども、一方の学校のマイナスの面、これを気にして神田の

ほうに行こうというふうになっちゃうと、それはどうかなというふうに思うんです。 

 で、様々、この間、麹町中学校はいろんなことが言われていますし、そこをマイナスと

見ちゃって神田を選ぼうということになっちゃうと、それはいかがなものかと思うんです

けれども。そこについての区の考えはありますか。 

○清水学務課長 牛尾委員おっしゃるとおり、やはり、特色が合わないといいますか、神

田一橋中学校を選んだ理由というのが、そういったところは、そういったマイナス面も伺

っておりまして、その中で麹町中学校について、やはり、マイナスというところになるか

と思うんですけど、改革の過渡期にあって教育方針に変更があって、ちょっと不安だとい

うようなご意見ですとか、自由過ぎる、神田一橋中学校に比べて自由過ぎると感じている

方というのも、多い理由として具体的な記載がございました。 

 ですので、やはり、そういったところも、今後こういったご意見を参考にしていきたい

と考えております。 

○牛尾委員 はい。 

○西岡委員長 恐らく保護者の方も、よく見極めていらっしゃるとは思うんですね。麹町

中も、いいところも、今はいろいろとご意見があったように、過去とは違う部分もあった

りして。で、神田一中もＩＣＴ教育をしっかりしているというところで特色があるとは思

いますけれども、保護者の方向けに、しっかりとそこら、その学校の特色について、ベー

スは一緒かもしれないけれども、特色についてご説明ができるような、そういう体制を取

っていただいたほうが。 
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 結局、選ぶのは保護者の方、まあ学生さんでもあると思うので、そこをしっかり見極め

られるようなものを提供していく、情報提供していくというところが一番大事だと思いま

すので、引き続きよろしくお願いいたします。 

 担当部長。 

○大森教育担当部長 この学校の選択の案内を送る前に、麹町中学校も、神田一橋中学校

も、今の６年生だとか５年生だとか、そういう保護者向けに学校説明会を行っております。

麹町中は７月１３日、神田一橋中は７月６日に、学校説明会を行ったと聞いています。で

すんで、そういった中でも、今、委員長がご指摘あったように、各校の特色なり、考え方

なり、教育方針なり、しっかりと保護者に分かりやすく説明できるような体制を取ってい

っていただくように、指導・助言してまいります。 

○西岡委員長 はい。よろしくお願いいたします。 

 おのでら委員。 

○おのでら委員 ちょっと幾つか教えていただきたいんですけども、アンケート結果の中

で、「その他」の回答者の件数なんですけど、ここ３年を見るとちょっと増えているよう

に見えるんですね。それぞれの学校で何か特徴的な、この辺りが、３番目の理由として多

いんじゃないかというのがあったら教えてください。 

○清水学務課長 ３番目の理由といたしましては、こちらの選択というのが、保護者が選

択しているというような状況がございますが、「その他」としては、子どもが希望したと

いうのが、麹町、神田ともに多いところと、あと、きょうだいが通っているですとか、通

っていたというところ。あと、友達ですね。子どもの友達が希望しているからというのは、

結構多い理由となってございます。 

○おのでら委員 あと、この学校選択をする、申請書の発送者数で、あと、答え方につい

てなんですけども。昨年を見ると、選択者が４５０人で、入学者が１９１人になっている

と。で、九段中等もいると思うので、区立に進学している人は、単純に計算して２７１人

になっている。で、残りが２００人ぐらいで、実際には６５７人、もうちょっと少ないか。

５６４人。えっ、ごめんなさい。えーと、大体半分ぐらいが、結果、私立に通っているこ

とになると思うんですね。 

 で、このアンケート結果も、恐らく第１志望は私立で、ただ、このアンケート内容では、

私立というふうには入れられないので、麹町中か神田一橋中に入れざるを得なかった方と

いうのもいらっしゃると思うんですね。ですので、もし可能であれば、この時点で、まず

第１志望としてはどちらなのか。で、もし、私立が駄目だ、行かないことになった場合に

はこちらの中学にしたいというような希望を取ることによって、もう少しこのアンケート

結果の意味合いというのが濃くなってくるのかなと思うんですね。 

 結果、こういうふうに、「自宅から近いから」というのが一番多く映ってはいますけれ

どほも、実際、その私立に行かれる方とかを除いてしまうと、かなり減ってしまう可能性

があると思うんですね。私立へ行かれる方は、恐らくこの「自宅が近いから」というのを

一番選ばれると思うので、そういうのも踏まえて、ちょっと、こういったいろいろな報告

をお聞かせいただけるとありがたいなと思っております。 

 もし可能であれば、入学者数が判明した時点で、こういう、例えば麹町に進んだ、去年

の場合だったら８７人のうち、どういうアンケートを答えていらっしゃったのかとか、そ
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ういったのが、振り返りとかできると、より、いい状況の把握ができるのかなと思いまし

て。いかがでしょうか。 

○清水学務課長 こちらの学校選択の申請書の記載なんですけれども、そうですね、国公

立・私立中学校への進学が確定しているという方は、もう、希望なしのところに、「区立

中学校就学意思なし」が５２名となっていますが、ここにそういった確定している場合と

いうところがございます。で、まだ私立中学から、小学校から、私立小学校から私立中学

へ決まっている方、あとは、受験を予定されている方という方が一定数いらっしゃると思

うんですけど、確定している場合のみを取っておりまして、そうですね、そこのところを

もう少し、希望先ですね、確定していなくても、希望している場合に、どのぐらいいるか

というのの把握ができるかなというところはございますので、来年度の学校選択の坪際に

は、そのようなことも検討してまいりたいと思います。ありがとうございます。 

○西岡委員長 よろしいですか。はい。 

 えごし委員。 

○えごし委員 すみません。私、１点だけ。 

 委員長も先ほど言われていました、保護者へしっかりと説明会なり伝えていってほしい

ということで、やっぱり今回、選択する時期も、これ、１０月の中旬ぐらいに学校選択の

申請書って提出すると思うんですけど、やっぱりその時期になると、皆さん、すごい気に

なってくると思うんですよね。で、私もいろいろ、この中学はどうですかと聞かれること

もありますし、こういう選択の時期にそういう説明会を行うとか、そういう行う時期もま

た含めて検討していただきたいなと思いますので、お願いいたします。 

○清水学務課長 そうですね、やはり、説明会の時期ですね。その辺も、いつ頃が最適か

というところも検討して、実施してまいりたいと思います。 

○西岡委員長 白川委員。 

○白川委員 私はお願いだけです。実は、さっき区民の方から、神田一橋中学校いいよね

という話を聞いたというのは、実は、偶然聞いたんじゃなくて、私がちょっと自分なりに

調べていたんですね、中学校について。それは例のダンス部の話があった後なんですけれ

ども。で、自分が材料を集めて、自分にもし小学校６年の子どもがいて、どっちに行かせ

たいかというのをちょっと考えていたら、やっぱり神田一橋中学校かなというふうに思い

まして。 

 理由は、やっぱり、神田のほうが、校長先生が何かやりたいことをしっかりやれている

なという安心感がありまして、逆に麹町中学校のほうが、随分校長先生が、まあ、実際に

お話しして分かったんですけど、やりにくい環境にある。自分がこういうことをやりたい

と言ったときに、いろんな外部から、こう。それは雑音というと悪いんですけど、いろん

な意見を背負わされているようなところがありまして、我々ができるというのは、やっぱ

り校長先生を中心とした、先生たちに、できるだけ自分のやりたいことをしっかりやって

いただくという環境を整えるということであって、口出しして、何かこうやれ、ああやれ

ということではないと思うんですね。で、行政がやるべきというのは、そういう、こう、

その校長先生、あるいは先生たちがやりたいことを、やるべきことをしっかり守るという

ことだと思います。 

 それ以外の義務の部分って、先ほどもおっしゃいましたけれども、文科省の指導要領に
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従ってしっかり勉強を教えると。それはもう、公立中学校の当然の義務ですから、そこを

やっている限りは、もう、あとは自由でいいと思うんですが、できるだけ校長先生方が、

雑音なく、自分が信じていることをしっかりやれるような環境を整えるということを、も

う、とにかく目指していただきたいなというふうに思います。 

○上原指導課長 各学校、校長ですね、年度当初に学校経営方針等をしっかり示して、そ

れらを私ども教育委員会等にも示しているところです。学校経営方針を、しっかり職員等、

また地域、保護者の方にしっかり説明することで、今おっしゃったように校長がやりたい

ような学校経営というところが目指せるかというふうに思いますので、その辺り、助言し

てまいりたいというふうに存じます。 

○西岡委員長 はい。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○西岡委員長 はい。それでは、（１）令和７年度入学 中学校学校選択結果報告につい

て、質疑を終了いたします。 

 以上で、日程３、報告事項を終わらせていただきます。 

 次に、日程４、その他に入ります。委員の方から何かございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○西岡委員長 はい。 

 執行機関から何かございますか。 

○清水学務課長 令和７年度神田一橋中学校通信教育課程の出願状況について、口頭にて

ご報告させていただきます。 

 令和７年度の通信教育課程生徒の募集につきましては、１０月７日から１１月２２日ま

で、出願の受付期間としておりました。本課生の出願者はおりませんでしたが、別科生は

１０名の出願がございました。 

 別科生は１年ごとの更新となっておりますので、本年度在学の別科生である１年生５名、

２年生６名に、来年度更新の意向調査を実施したところ、全員の１１名が更新を希望され

ているところでございます。 

 今後の日程でございますが、１２月７日土曜日に入学者選考を実施し、令和７年度の新

規入学者を決定する予定となっております。 

 ご報告は以上です。 

○西岡委員長 はい。ありがとうございます。説明が終わりました。この件に関しまして、

質問等はございますか。 

○牛尾委員 今回申し込まれた１０名の方が仮に全員入学できますよとなった場合、総数

は何人になるかというのは分かりますか。 

○清水学務課長 １０名が入学された場合、現在いる１１名と合わせて２１名ということ

でございます。 

○西岡委員長 はい。よろしいですか。 

 それでは、最後に、日程５、閉会中の特定事件継続調査事項についてです。閉会中とい

えども、委員会が開催できるように議長に申し入れたいと思います。よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○西岡委員長 はい。 
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 それでは、本日はこの程度をもちまして閉会といたします。お疲れさまでございました。 

午前１１時３７分閉会 


